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１ 議 事 日 程（第１日） 

   （令和２年第４回有田川町議会定例会） 

令和２年１２月２日 

午前９時３０分開会 

於 議 場 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 議案第80号 令和２年度有田川町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第５ 議案第81号 令和２年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号） 

 日程第６ 議案第82号 令和２年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 日程第７ 議案第83号 令和２年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

 日程第８ 議案第84号 令和２年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 日程第９ 議案第85号 令和２年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算（第２ 

            号） 

 日程第10 議案第86号 令和２年度有田川町水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第11 議案第87号 有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

 日程第12 議案第88号 有田川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の 

            制定について 

 日程第13 議案第89号 有田川町監査委員条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第14 議案第90号 有田川町議会議員及び有田川町長の選挙における選挙運動の公 

            費負担に関する条例の制定について 

 日程第15 議案第91号 有田川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤 

            強化に関する法律における固定資産税の特別措置に関する条例 

            の一部を改正する条例の制定について 

 日程第16 議案第92号 有田川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 日程第17 議案第93号 新町まちづくり計画の変更計画の策定について 

 日程第18 議案第94号 有田川町農林産物加工直売施設の指定管理者の指定について 

 日程第19 議案第95号 有田川町農林水産物直売食材供給施設の指定管理者の指定につ 

            いて 

 日程第20 議案第96号 有田川町林業活性化センターの指定管理者の指定について 

 日程第21 議案第97号 有田川町生産物販売施設の指定管理者の指定について 

 日程第22 議案第98号 有田川町健康管理センター、有田川町都市農山漁村総合交流促 
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            進施設、有田川町農林漁業体験実習館、有田川町ふるさとふれ 

            あいの丘、有田川町営キャンプ場、有田川町野営場等林間休養 

            施設、有田川町山の家の指定管理者の指定について 

 日程第23 議案第99号 有田川町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 日程第24 議案第100号 有田川町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 日程第25 議案第101号 有田川町固定資産評価審査委員会委員の選任の同意について 

 日程第26 議案第102号 有田川町教育委員会教育長の任命の同意について 

 日程第27 議案第103号 有田川町教育委員会委員の任命の同意について 

 日程第28 議案第104号 有田川町道路線の認定について 

 日程第29 議案第105号 有田川町道路線の認定について 

 日程第30 議案第58号 令和元年度有田川町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第31 議案第59号 令和元年度有田川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第32 議案第60号 令和元年度有田川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

 日程第33 議案第61号 令和元年度有田川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第34 議案第62号 令和元年度有田川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

 日程第35 議案第63号 令和元年度有田川町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第36 議案第64号 令和元年度有田川町簡易排水事業特別会計歳入歳出決算の認定 

            について 

 日程第37 議案第65号 令和元年度有田川町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

            ついて 

 日程第38 議案第66号 令和元年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第39 議案第67号 令和元年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会計歳入歳 

            出決算の認定について 

 日程第40 議案第68号 令和元年度有田川町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

            定について 

 日程第41 議案第69号 令和元年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第42 議案第70号 令和元年度有田川町粟生財産区管理会特別会計歳入歳出決算の 

            認定について 

 日程第43 議案第71号 令和元年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計歳入歳出決 
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            算の認定について 

 日程第44 議案第72号 令和元年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

 日程第45 議案第73号 令和元年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計歳入歳出決 

            算の認定について 

２ 出席議員は次のとおりである（１５名） 

    １番   堀 江 眞智子       ２番   増 谷   憲 

    ３番   椿 原 竜 二       ４番   中 島 詳 裕 

    ５番   星 田 仁 志       ６番    畑  之 

    ７番   谷 畑   進       ８番   小 林 英 世 

    ９番   林   宣 男       10番   殿 井   堯 

    11番   佐々木 裕 哲       12番   岡   省 吾 

    13番   森 谷 信 哉       15番   湊   正 剛 

    16番   亀 井 次 男 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

    14番   新 家   弘 

４ 遅刻議員は次のとおりである（なし） 

５ 会議録署名議員 

    １番   堀 江 眞智子       16番   亀 井 次 男 

６ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の氏名（１３名） 

   町 長  中 山 正     副 町 長  坂 頭 徳 彦 

   住 民 税 務 部 長  山 田 展 生    福 祉 保 健 部 長  前久保 眞 次 

   総 務 政 策 部 長  一ツ田 友 也    消 防 長  中 硲   準 

   産 業 振 興 部 長  森 田 栄 一    建 設 環 境 部 長  鈴 木 幸 敏 

   総 務 課 長  新 田 耕 作    財 務 課 長  中 屋 正 也 

   企 画 調 整 課 長  細 野 正 人    教 育 長  楠 木   茂 

   教 育 部 長  井 上 光 生     

７ 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名（２名） 

   事 務 局 長  竹 中 幸 生    書 記  細 野 鶴 子 

８ 議事の経過 

開会 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   おはようございます。 

   １４番、新家弘君から欠席の届出がありましたので、報告します。 

   ただいまの出席議員は１５名であります。定足数に達しておりますので、第４回有

田川町議会定例会は成立いたしました。 
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   ただいまから、令和２年第４回有田川町議会定例会を開会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

開議 ９時３０分 

○議長（森谷信哉） 

   会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

……………日程第１ 会議録署名議員の指名…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において１

番、堀江眞智子君、１６番、亀井次男君を指名します。 

……………日程第２ 会期の決定…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

   １１月２６日に開催された議会運営委員会の結果について、報告願います。 

   議会運営委員会委員長、殿井堯君。 

○議会運営委員会委員長（殿井 堯） 

   改めて、おはようございます。 

   議長の指名がありましたので、議会運営委員会から開催結果についての御報告を申

し上げます。 

   去る１１月２６日、午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、本定例会の会期

並びに日程、各常任委員会の開催日等について協議いたしました。 

   その結果、会期につきましては、本日から１２月１６日までの１５日間と決定させ

ていただきました。なお、一般質問は１０日、１１日としております。 

   議事日程については、お手元に配付されている日程表のとおりといたしたいと思い

ます。日程第４から日程第２９までの議案２６件について一括上程を行い、当局から

提案理由の説明を求めた後、全員協議会にて御審査いただきたいと思います。 

   なお、全員協議会が終わり次第、日程第２８、議案第１０４号から日程第２９、議

案第１０５号については委員会への付託についての審議を、日程第３０、議案第５８

号から日程第４５、議案第７３号までの決算認定については、委員長の報告の後、議

案審議を本日お願いいたします。 

   この会期、日程等に御賛同賜り、円滑な議会運営ができますよう、議員各位の御協

力をお願い申し上げて、御報告といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（森谷信哉） 

   お諮りします。 

   ただいまの委員長からの報告のとおり、本定例会の会期は、本日から１２月１６日
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までの１５日間にしたいと思います。 

   御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、会期は、本日から１２月１６日までの１５日間に決定しました。 

……………日程第３ 諸般の報告…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３、諸般の報告を行います。 

   本定例会に町長より提出された案件は、議案２６件であります。 

   また、本日の説明員は町長ほか１２名であります。 

   続いて、本定例会までに受理いたしました陳情第１号、後期高齢者の医療費窓口負

担の現状維持を求める意見書の提出についての陳情書は、お手元に配付の文書表のと

おり、産業建設常任委員会に付託することに決定しました。 

   次に、監査委員より、令和２年８月、９月、１０月分の例月現金出納検査結果報告

書及び令和元年度における財政援助団体監査報告書をお手元に配付しておりますので、

御報告いたします。 

   以上で諸般の報告を終わります。 

   お諮りします。 

   日程第４から日程第２９までの議案２６件を一括議題としたいと思います。これに

御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第４から日程第２９までの議案２６件を一括議題とします。 

   提案理由の説明を求めます 

   町長、中山正 君。 

○町長（中山正 ） 

   おはようございます。 

   本日、ここに令和２年第４回有田川町議会定例会を招集いたしましたところ、議員

各位には、何かとお忙しいところ御参集を賜り、厚く御礼を申し上げたいと思います。 

   それでは、ただいま上程させていただきました議案について御説明を申し上げます。 

   議案第８０号は、令和２年度有田川町一般会計補正予算（第５号）であります。５

月より新型コロナウイルス感染症対策のための寄附金をお願いしておりましたが、た

くさんの貴重な寄附を賜りましたことに対し、厚く御礼を申し上げます。頂いた寄附

金は、今回の補正で小中学生用マスクや公共施設の感染防止対策として、サーマルカ
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メラなどの購入の財源として活用させていただきます。また、今回の補正の各款別の

主なものは、職員の給与条例改正に伴い、職員等の期末手当、共済組合負担金の減額

補正と、新型コロナ感染防止対策として、事業中止などによる事業費の減額補正を各

科目において行っております。２款総務費の一般管理費では、退職手当特別負担金と

して３５９万９，０００円を、財産管理費では、修繕料として６８万９，０００円を、

吉備庁舎用の備品購入費として８８９万７，０００円を、工事請負費より組み替え、

企画費では、ふるさと応援寄附金を令和２年度全体で３億８，０００万円を見込んで、

報償費等の返礼品などで７，９１４万３，０００円を、電子計算費では、コロナ感染

症対策のリモートワーク接続用パソコンの備品購入費として１５０万円を、情報通信

基盤施設費では、施設整備保守点検料として４３３万円を、過疎対策費では、定住奨

励金として４０万円を、徴税費の各徴収費では、有田川町住まい給付金の３５２万円

を減額し、過誤納付還付金として９５万円を、３款民生費の社会福祉総務費では、遺

族会補助金を１５７万１，０００円減額し、国民健康保険事業特別会計繰出金として

１３２万６，０００円を、障害者福祉費では、プログラム変更委託料として４０７万

円を、更正医療給付費として７３５万３，０００円を、老人福祉費では、修繕料とし

て４８万円を、後期高齢者医療特別会計繰出金を１８７万９，０００円減額し、介護

保険事業特別会計繰出金として１４６万３，０００円を、児童福祉費の児童措置費で

は、児童発達支援事業給付費補助金として６０万円を、４款衛生費の保健衛生総務費

では、妊婦一般健診委託料として２２８万円を、有田周辺広域圏事務組合分担金の休

日急患診療分として１６５万８，０００円を、妊婦健康診査費助成金として４２万５，

０００円を、母子保健衛生費国庫補助金返納金として１９０万７，０００円を、予防

費では、新型コロナウイルスの感染症対策寄附金を活用して小中学生用のマスクの消

耗品として２００万円と、文化保健センターなど公共施設の来客者の感染防止対策で

サーマルカメラの備品購入費として１００万円を、予防接種委託料として１，７５９

万９，０００円を、保健センター費では、修繕料として４９０万３，０００円を、上

水道費の上水道施設費では、印刷製本費として６６万円を、水質検査手数料として６

６万円を、６款農林水産業費の農業総務費では、清掃業務委託料として５４万７，０

００円を、農業振興費では、土地改良施設維持管理適正化事業助成金として６４万円

を、７款商工費の商工総務費では、有田川町緊急持続化給付金を１億８，５６０万円

減額し、第２弾有田川町応援クーポン券給付金として２億６，３００万円を、観光費

では、修繕料として８６万円を、有田川町イベント補助金を２４７万３，０００円減

額し、８款土木費の道路橋梁費では、自動車購入費として３６５万円を、９款消防費

の非常備消防費では、消防団員費用弁償を１９３万円減額し、消防施設費では、川合

地区の消防詰所の修繕補助金として１４４万円を、災害対策費では、防災倉庫用の消

耗品費として５０万円を備品購入費から組み替え、１０款教育費の小学校費について、

学校管理費では、需用費の光熱水費として２２４万円を、石垣小学校トイレ改修事業
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として、委託料と工事請負費を合わせて６，６７２万４，０００円を、机、椅子など

の備品購入費として５６３万９，０００円を、中学校費の学校管理費では、光熱水費

として１８１万円を、社会教育費の文化財保護費では、災害復旧事業補助金として３

２万円を、図書館費では、駅美術館撤去改修の修繕料として３２５万２，０００円を、

１１款災害復旧費の公共土木施設災害復旧費では、調査設計業務委託料として１５０

万円を、１３款諸支出金の基金費では、入湯税の減額に伴い観光振興基金積立金を３

６７万４，０００円減額し、ふるさと応援基金積立金として１億４，０００万円を計

上し、その他所要の補正を行った結果、今回の補正額は歳入歳出それぞれ４億５２８

万５，０００円となり、補正後の予算総額は２１２億６，４９０万１，０００円と相

なりました。なお、補正額の財源といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策

寄附金及びふるさと応援寄附金、町税、国庫・県支出金、繰入金、町債などを充てる

ことにいたしております。また、繰越明許費、債務負担行為、地方債の補正につきま

しても、御審議を願うものであります。 
   議案第８１号は、令和２年度有田川町国民健康保険事業特別会計補正予算第３号で

あります。今回の補正の主なものは、職員の給与条例改正に伴い、職員の期末手当、

共済組合負担金の減額補正を行うとともに、２款保険給付費の高額医療費では、一般

被保険者高額療養費として１，３００万円を、出産育児諸費では、出産育児一時金と

して２１０万円などを補正した結果、今回の補正額は１，５０２万６，０００円とな

り、補正後の予算総額は３５億２，４３１万９，０００円と相なりました。なお、補

正額の財源といたしまして、県支出金、繰入金、繰越金を充てることにいたしており

ます。 
   議案第８２号は、令和２年度有田川町後期高齢者医療特別会計補正予算第２号であ

ります。今回の補正の主なものは、職員の給与条例改正等に伴い、職員の期末手当、

共済組合負担金の減額補正を行うとともに、１款総務費の一般管理費では、電算委託

料として１０４万５，０００円を、２款後期高齢者医療広域連合納付金を２６８万４，

０００円減額し、４款諸支出金の繰出金では、広域連合負担金過年度精算金分などを

一般会計繰出金として１，５４３万６，０００円などを補正した結果、今回の補正額

は１，３７６万６，０００円となり、補正後の予算総額は７億９，２６７万３，００

０円と相なりました。なお、補正額の財源といたしましては、繰越金、諸収入、国庫

支出金を充てることにいたしております。 
   議案第８３号は、令和２年度有田川町介護保険事業特別会計補正予算第２号であり

ます。今回の補正の主なものは、職員の給与条例改正等に伴い、職員の期末手当、共

済組合負担金の減額補正を行うとともに、１款総務費の一般管理費では、プログラム

変更委託料として３３０万円などを補正した結果、今回の補正額は３０４万円となり、

補正後の予算総額は３３億５４万３，０００円と相なりました。なお、補正額の財源

といたしましては、国庫支出金、繰入金を充てることにいたしております。 
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   議案第８４号は、令和２年度有田川町簡易水道事業特別会計補正予算第３号であり

ます。今回の補正の主なものは、職員の給与条例改正等に伴い、職員の期末手当、共

済組合負担金の減額補正を行うとともに、１款総務費の一般管理費では、簡易水道事

業変更認可申請委託料として１００万円を、２款施設費の水道施設管理費では、修繕

料として５００万円などを補正した結果、今回の補正額は３０７万５，０００円とな

り、補正後の予算総額は５億４，２９７万７，０００円と相なりました。なお、補正

額の財源といたしましては、諸収入などを充てることにいたしております。 
   議案第８５号は、令和２年度有田川町公共下水道事業特別会計補正予算第２号であ

ります。今回の補正は、設計積算システム提供業務の契約を結ぶために、債務負担行

為の追加を行うものであります。 
   議案第８６号は、令和２年度有田川町水道事業会計補正予算第２号であります。今

回の補正は、設計積算システム提供業務の契約を結ぶために、債務負担行為の追加を

行うものであります。 
   議案第８７号は、有田川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

てであります。国民健康保険法施行令等の一部を改正をする政令が令和２年９月４日

に公布され、令和３年１月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うもので

あります。改正の内容は、平成３０年度税制改正において、給与所得控除、公的年金

控除について１０万円引き下げるとともに、町県民税の基礎控除を１０万円引き上げ

ることとなったことから、給与所得、公的年金等所得のある方は所得が増加すること

になり、軽減判定において不利益が生じることから、軽減判定における判定基準額を

引き上げるものであります。 
   議案第８８号は、有田川町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてであります。所得税法等の一部を改正する法律及び地方税法等の一部を改

正する法律が令和２年３月３１日に公布され、令和３年１月１日に施行されることに

伴い、所要の改正を行うものであります。改正の内容は、現行の特例基準割合を延滞

金特例基準割合に名称変更し、徴収猶予の際の延滞金に関する規定を追加するもので

あります。 
   議案第８９号は、有田川町監査委員条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。地方自治法の一部を改正する法律が令和２年４月１日から施行されたことに

伴い、例月出納検査等について、条例が引用している当該改正箇所の法律の規定を変

更する必要が生じたためであります。 
   議案第９０号は、有田川町議会議員及び有田川町長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の制定についてであります。公職選挙法の一部を改正する法律が令

和２年６月１２日に公布、令和２年１２月１２日に施行されることに伴い、所要の改

正を行うものであります。改正の内容は、町の選挙における立候補に係る環境の改善

のため、選挙公営の対象を市と同様のものに拡大することと併せ、町議会議員選挙に
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おけるビラ頒布の解禁や供託金制度を導入することを目的とするものであります。 
   議案第９１号は、有田川町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強

化に関する法律における固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてであります。根拠の一つとなる地域経済牽引事業の促進による地域の成

長発展の基盤強化に関する法律第２５条の地方公共団体等を定める省令が改正され、

令和２年１０月１日から施行されたことにより、省令名中第２５条が第２６条へと変

更となったことから、本条例においても変更を行うものであります。 
   議案第９２号は、有田川町火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてであ

ります。対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部が改正され、令和３年４月１日に施行

されることに伴い、所要の改正を行うものであります。改正の内容は、急速充電設備

の全出力の上限の拡大と、位置、構造及び管理に関する基準の細目が改正されたこと

に伴い、これに係る本条例の改正を行うものであります。 
   議案第９３号は、新町まちづくり計画の変更計画の策定についてであります。平成

３０年４月２５日に公布、施行された東日本大震災による被害を受けた合併市町村に

係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律により、合併特例債を起こすこ

とができる期限が、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く１５

か年度から２０か年度に変更されたことに伴い、合併市町村において合併特例事業を

延長して実施することが可能となりましたが、その場合、現市町村建設計画について、

市町村の合併の特例に関する法律第５条に規定する手続により、計画期間等の変更が

必要となるため、議会の議決をお願いするものであります。 
   議案第９４号は、有田川町農林産物加工直売施設の指定管理者の指定についてであ

ります。有田川町大字三田６６４番地１、有田川町農林産物加工直売施設あらぎの里

の指定管理において、有田川町の公の施設における指定管理者の指定の手続等に関す

る条例第２条第１項第３号の規定を適用し、有田川町大字三田６６４番地１、清水町

農林産物加工直売組合を選定しましたので、同条例第４条及び地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 
   議案第９５号は、有田川町農林水産物直売食材供給施設の指定管理者の指定につい

てであります。有田川町大字金屋３２２番地１、有田川町農林水産物直売食材供給施

設明恵ふるさと館の指定管理について、有田川町公の施設における指定管理者の指定

の手続等に関する条例第２条第１項第３号の規定を適用し、有田川町大字金屋３２２

番地１、かなや農林産物加工直売組合を選定しましたので、同条例第４条及び地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 
   議案第９６号は、有田川町林業活性化センターの指定管理者の指定についてであり

ます。有田川町大字修理川２６１番地１、有田川町林業活性化センターの指定管理に

ついて、有田川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第
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１項第３号の規定を適用し、有田川町大字修理川、修理川区を選定したので、同条例

第４条及び地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いする

ものであります。 
   議案第９７号は、有田川町生産物販売施設の指定管理者の指定についてであります。

有田川町大字宇井苔２１３番地１、有田川町生産物販売施設しらまの里の指定管理に

ついて、有田川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第

１項第３号の規定を適用し、有田川町大字宇井苔、宇井苔区を選定したので、同条例

第４条及び地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いする

ものであります。 
   議案第９８号は、有田川町健康管理センター、有田川町都市農山漁村総合交流促進

施設、有田川町農林漁業体験実習館、有田川町ふるさとふれあいの丘、有田川町営キ

ャンプ場、有田川町野営場等林間休養施設、有田川町山の家の指定管理者の指定につ

いてであります。有田川町大字清水１２２５番地１、有田川町健康管理センターしみ

ず温泉健康館、有田川町大字清水１２２５番地１、有田川町都市農山漁村総合交流促

進施設あさぎり本館・あさぎり別館、有田川町大字清水１２２５番地２、有田川町農

林漁業体験実習館泉水、有田川町大字清水６０７番地、有田川町ふるさとふれあいの

丘スポーツパーク、有田川町大字遠井３１番地２、有田川町営キャンプ場遠井キャン

プ場、有田川町大字清水１０７５番地、有田川町野営場等林間休養施設コテージ、有

田川町大字清水１０６５番地、有田川町山の家やすけ、有田川町大字清水１０７８番

地１、有田川町山の家左太夫の指定管理について、有田川町公の施設における指定管

理者の指定の手続等に関する条例第２条第１項第３号の規定を適用し、有田川町大字

清水１２２５番地１、一般財団法人有田川町ふるさと開発公社を選定したので、同条

例第４条及び地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いす

るものであります。 
   議案第９９号から議案第１０１号は、有田川町固定資産評価審査委員会委員の選任

について同意を求めるものであります。 
   議案第９９号は、有田川町固定資産評価審査委員会委員、有田川町大字東丹生図２

７番地、栗生幸也氏の任期が令和３年２月２１日をもって満了いたします。つきまし

ては、知識、経験豊富な同氏を、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選任したい

ので、議会の同意をお願いするものであります。 
   議案第１００号も同じく、有田川町固定資産評価審査委員会委員、有田川町大字上

六川１００４番地、中井理自氏の任期が令和３年２月２１日をもって満了いたします。

つきましては、知識、経験豊富な同氏を、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選

任したいので、議会の同意をお願いするものであります。 
   議案第１０１号も同じく、有田川町固定資産評価審査委員会委員、有田川町大字久

野原１０３２番地、大江彰一氏の任期が令和３年２月２１日をもって満了いたします。
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つきましては、知識、経験豊富な同氏を、引き続き固定資産評価審査委員会委員に選

任したいので、議会の同意をお願いするものであります。 
   議案第１０２号は、有田川町教育委員会教育長の任命の同意についてであります。

有田川町大字庄６８４番地３０、片嶋博氏を有田川町教育委員会教育長に任命したい

ので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の

同意をお願いするものであります。 
   議案第１０３号は、有田川町教育委員会委員の任命の同意についてであります。教

育委員会委員、牛居美佐氏の任期が令和３年２月２２日をもって満了いたします。つ

きましては、人格が高潔で教育に関し識見を有する、有田川町大字天満６０２番地１

０、上田恵里氏を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意をお願いするものであります。 
   議案第１０４号及び１０５号は、有田川町道路線の認定についてであります。 
   議案第１０４号は、有田川町大字下津野地内、町道１０１７号線延長７８．０９メ

ートルを、道路法の規定により、町道の認定をお願いするものであります。 
   議案第１０５号は、有田川町大字小川地内、町道吉田青田線延長３２４．８０メー

トルを、道路法の規定により、町道の認定をお願いするものであります。 
   以上で提出議案に対する私の説明は終わります。何とぞ御審議の上、御賛同賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 
○議長（森谷信哉） 

   以上で、町長の提案理由説明が終わりました。 

   続きまして、補足説明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   ないようですので、提案理由の説明を終わります。 

   暫時休憩いたします。 

   休憩中に、議場において、１０時２５分から全員協議会を開催します。準備のため

しばらく時間を頂きますが、よろしくお願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

休憩 １０時０７分 

再開 １４時４０分 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（森谷信哉） 

   再開いたします。 

   お諮りします。 

   日程の順序を変更し、日程第２８、議案第１０４号から日程第４５、議案第７３号

までを先に審議したいと思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   日程の順序を変更し、日程第２８、議案第１０４号から日程第４５、議案第７３号

までを先に審議することに決定いたしました。 

   お諮りします。日程第２８、議案第１０４号から日程第２９、議案第１０５号まで

の２件を一括議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

……………日程第２８、議案第１０４号から日程第２９、議案第１０５号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第２８、議案第１０４号から、日程第２９．議案第１０５号までの２件を一括

議題とします。質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   お諮りします。ただいま議題となっている日程第２８、議案第１０４号から日程第

２９、議案第１０５号までの２件については、産業建設住民常任委員会に付託して審

査を行いたいと思いますが、御異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、日程第２８、議案第１０４号から日程第２９、議案第１０５号までの

２件については、産業建設住民常任委員会に付託して審査することに決定しました。 

……………日程第３０、議案第５８号から日程第４５、議案第７３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   次に、日程第３０、議案第５８号から日程第４５、議案第７３号までの１６件につ

いては、第３回定例会において、決算審査特別委員会に付託されておりました。委員

長より審査の経過及び結果の報告を求めます。 

   決算審査特別委員会委員長、星田仁志君。 

○決算審査特別委員会委員長（星田仁志） 

   決算審査特別委員会における審査経過の概要及び結果につきまして、御報告申し上

げます。 

   当委員会において審査しました案件は、令和２年第３回定例会で付託されました議

案第５８号から議案第７３号までの一般会計、及び各特別会計の決算認定を求めるこ
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とについての１６件であります。 

   初めに、委員会の審査手順について説明いたします。これらの議案の審査に当たり

ましては、本特別委員会を１０月２８日、２９日の２日間にわたって開催し、関係す

る部長、課長及び担当者の出席を得て、令和元年度の課別目標管理シート及び主要施

策の成果報告書を中心に、必要な資料の提出及び詳細な説明を求め、慎重に審査いた

しました。 

   また、審査時において、委員会として提出を求めた資料については、皆様に配付済

みであります。 

   なお、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定による健全化判断基準につ

いては、さきの第３回定例会において報告され、承認されているところであります。 

   それでは、個別の内容について御説明いたします。最初に、財務課長から全体的な

決算の概要について説明を受けました。その説明によると、当町の令和元年度におけ

る経常収支比率は９３．１％で、前年度と比較して０．１ポイント増加しています。 

   目標としていた９０％以内を超え、財政の硬直化はますます進んでおり、今後の財

政見込みについてただしたところ、広域圏事業や公共下水道事業の影響で、令和４年

度までは厳しい財政運営が続く見込みであること。令和３年度予算編成においても、

経常経費で３％のマイナスシーリングの実施を予定しており、厳しい状況であるが今

後も続けていくとのことでありました。 

   なお、予算書と決算書の会計の順番が違うことから、可能であれば同じように作成

してもらいたいとの意見が委員から出されました。 

   続いて、各課からの説明に対する主な質疑項目について申し上げます。財務課の所

管では、合併特例債の借入可能額や合併算定替えの影響額について質疑がありました。 

   また、年度当初に作成する目標管理シートを提出してほしいとの要望が出されまし

た。企画調整課の所管では、周遊タクシー助成事業や路線バス定期券購入補助事業に

ついては、実績が少ないので、ニーズを把握して今後に向けて内容を精査し、商工観

光課とも連携をしながら抜本的な見直しも検討するよう要請しました。 

   総務課の所管については、防災行政無線について、昼の時報を鳴らせないか検討す

るよう要請するとともに、運用の変更については、住民への周知に努めるよう要請い

たしました。 

   税務課の所管については、滞納管理システム導入の効果や土地の評価方法について

確認しました。また、滞納整理の状況や内容についても確認しました。 

   住民課の所管では、一般会計のほか国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療

特別会計の説明が行われ、出産一時金や各庁舎での窓口対応、ジェネリック薬品の推

進状況や保険税の滞納状況について質疑が行われました。 

   建設課の所管では、空き家対策やカーブミラーの補修等の対応について確認しまし

た。また、林道整備の進捗状況と今後の計画について質疑が行われたほか、消えかけ
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ている道路区画線等への対応について要望が出されました。 

   環境衛生課の所管では、犬猫の去勢・避妊手術助成補助金について質疑があり、事

前の申請が必要である旨の説明を受けました。また、指定ごみ袋に使用している原材

料についても確認するとともに、不法投棄対策であるふるさと見守り隊の出動件数や

委託料、監視カメラの設置状況についても確認しました。 

   下水道課の所管では、農業集落排水事業、簡易排水事業、浄化槽事業、公共下水道

事業など各特別会計の説明がなされ、各施設の接続率や合併浄化槽補助金について質

疑がありました。 

   水道課の所管では、簡易水道事業について給水人口減少による事業見直しについて

確認しました。 

   消防本部の所管に対しては、消防団と消防本部の装備品の状況について質疑があり、

消防団車両の実態と更新計画について確認したところ、２０年を経過した車両は１０

台であるとのことでした。消防団備品の更新や団員の処遇については改善の要望が出

され、今後検討していくとのことでありました。また、救急搬送の状況や火災警報装

置の設置状況、消防団員の災害補償や団員の確保についても質疑がありました。 

   こども教育課の所管では、きび森の保育所の防音壁の設置については令和３年度に

実施、八幡小学校のトイレ工事については今年度内の完成の見込みとのことでした。

子どもと親の相談事業の利用状況についてただしたところ、近年は減少傾向にあるが、

悩みを抱える子どもや親には選択肢があったほうがよいと考えているとのことでした。

また、防犯灯やグリーンベルトの設置など、通学環境の整備についてのことや、準要

保護児童生徒就学補助制度の周知、子ども議会の実施についての考え方を問う質疑な

どがあり、今後も検討していきたいとのことでした。 
   社会教育課の所管では、アレックに設置したウオークスルーの利用状況やアニメの

世界とボクらの未来プロジェクト事業について質疑があり、今後のアレックの取組に

ついては、有田川町のランドマークとして検討中であるとのことでした。また、ウオ

ークスルーのエラー発生問題については、改善のために取り組んでいるとのことでし

た。 
   地籍調査課の所管では、町内における地籍調査の進捗状況についての質疑がありま

した。また、地権者の立会いがない場合には、筆界未定となってしまうのか、後日に

何らかの施策がないのかとの質疑に、立会いがない場合には筆界未定になってしまう

ことはやむを得ないが、調査後の解消方法については、筆界特定制度が活用できると

の説明がありました。 

   産業課の所管では、経営破綻した事業者による農業用施設災害復旧事業について質

疑があり、被災状況と復旧状況及び債権に係る現在の状況について説明を受け、債権

回収に向けて弁護士と相談して進めていくとのことでした。また、鳥獣害対策での小

動物の処理を職員が対処している現状について質疑があり、精神的な負担も考えられ
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るので、今後、広域的な問題として課題としたらどうかとの意見が出されました。ま

た、食肉が違法に販売されることのないよう取り組んでほしいとの要望が出され、そ

の問題にも取り組んでいくとのことでした。 

   林務課の所管では、森林整備、林業振興事業において基金に積み立てられているが、

その目的について質疑をしたところ、次年度に事業化して基金を取り崩す予定とのこ

とでした。意向調査の上、来年度に事業化していきたいとのことでした。 

   商工観光課の所管では、鉄道交流館や温泉等施設の利用者数への質疑があり、施設

の来客数の増減については詳しく分析するよう要望が出されました。ぶどう山椒ブラ

ンド化推進事業では、ぶどう山椒の収穫量や生態研究事業について質疑があり、収穫

量の減少実態や効率的な栽培方法の研究事業について説明があり、委員からは後継者

不足等に悩む山椒農家の実態を把握し、対応するよう要望が出されました。 

   長寿支援課の所管については、一般会計のほか介護保険事業、特別養護老人ホーム

等特別会計の内容説明があり、ねんりんピックわかやま大会補助金の用途やあんしん

システムの設置について質疑がありました。また、電動アシスト自転車購入補助金に

ついては、実績が少なく周知が不足しているのではないかとの意見が出されました。 

   健康推進課の所管では、きび保健福祉センター管理費について社会福祉協議会から

の光熱水費の歳入が減少している理由についてただしたところ、前年度において漏水

が発生しており、修繕したことにより水道代が下がったとの説明がありました。乳幼

児健診の未実施者に対する対応をただしたところ、家庭訪問等で対応しているとのこ

とでした。 

   やすらぎ福祉課の所管では、児童発達支援事業に対する利用者の状況や更生医療給

付費についても質疑がありました。地域活動支援センターについて、利用者の状況を

ただしたところ、運営について送迎費も補助できるとのことでした。作業所施設の安

全性についてただしたところ、協議会において検討中であるとのことでした。 

   以上、２日間にわたる委員会で協議の結果、議案第５８号、５９号、６０号、６１

号、６６号、６８号の６議案については賛成多数で、それ以外の１０議案については

全会一致で認定すべきものと決しましたので報告いたします。よろしく御審議いただ

き、適切な御決定をお願い申し上げます。 

○議長（森谷信哉） 

   以上で、決算審査特別委員会の審査の経過及び結果の報告が終わりました。 

……………日程第３０ 議案第５８号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３０、議案第５８号、令和元年度有田川町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   ２番、増谷。討論をさせていただきます。 

   議案第５８号ですが、先ほど委員長の報告のとおり、６議案に反対しておりますの

で、再度、私のほうから討論をさせていただきます。 

   第１に、町内の全ての公立保育所の給食が民間委託になっている点であります。保

育の無償化は実現いたしましたが、消費税の増税も充てるとなっており、所得の高い

方ほど恩恵を受け、生活保護世帯はもともと無料なので消費税増税分が負担になりま

す。また、対象外の方もおられます。そして、保育の一環である給食費の副食費が無

償化で切り分けられ、４，５００円の保護者負担となりました。 

   第２に、保育士で見ますと、正規保育士の給与と非正規保育士報酬と賃金合計を占

める非常勤、臨時雇い賃金の比率が５４％を占めています。そして、保育士の不足や

保育室が足りないために、いわゆる育休対応も生まれています。子育て支援の立場か

らは、保育希望者全員入所でできる体制を取るべきであります。さらに、土曜保育は

４０人前後で園児がおりますが、町内１か所しかないため、清水地域から行きにくい

状況があります。清水でも対応すべきであります。 

   第３に、消防力の人員基準が１００人に対し６９人の体制であり、充足率は６７％

です。防災時または救急搬送が多くなってきている今日、人員を増やすべきでありま

す。 

   第４に、機関委任事務も増えるばかりで職員の業務が多くなり、一方で正規職員を

減らしてきている中で、公務労働を会計年度任用職員などで対応せざるを得ない状況

にあります。地方交付税の一本算定替えも大幅にダウンしてきた中で、必要な人員確

保をすべきであります。 

   第５に、特定健診の受診勧奨を進めながら、体制的に健診を増やせる状況にありま

せん。そして、人間ドック、脳ドックの両方を受診できなくなっております。早期発

見・早期治療の観点から体制を強化すべきであります。 

   第６に、生活扶助基準の引下げにより、様々な福祉制度などを受けられる基準が引

き下がり、負担増や対象から外れる場合が出てくることであります。 

   第７に、消費税１０％引上げに対応して、使用料や利用料などを引き上げているこ

とです。また、町が支払う消費税額が、概算でも３億３，０００万円となります。そ

うした消費税増税後の負担増への対策として実施した１回きりのプレミアム商品券は、

増税の対策にはなっておりません。 

   第８として、平成２３年から毎年、住民基本台帳で１４歳から１８歳の若者の閲覧



－１７－ 

を無料で自衛隊和歌山地方本部にさせていることであります。 

   第９に、巨大風力発電や太陽光発電計画がどんどん参入していく中で、自由にもさ

せないための規制、経済産業大臣も条例での規制を指摘していますから、条例をつく

るべきであります。 

   第１０として、非常勤職員が会計年度任用職員となり手当が支給されるとなりまし

たが、勤務時間が減り、１人当たり月額３，４００円から１万２，６００円までの間

で引き下がり、全体の２０数％が下がっております。 

   第１１に、周遊定額タクシー補助金でありますが、予算額が２００万円で実績は２

件の１４人で２万４，７８０円しかなかったことは、制度として見直しをすべきであ

ります。しかし、一方で町民の要望を多く酌み上げた施策や道路予算もありますけれ

ども、以上の理由により反対討論といたします。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は認定することに決定いたしました。 

……………日程第３１ 議案第５９号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３１、議案第５９号、令和元年度有田川町国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   議案第５９号について、反対の立場から討論を行います。 

   国保制度は、加入者同士が支え合う相互扶助制度ではありません。加入者全員に医
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療を、社会が保障していくという社会保障制度であると国保法の第１条で明記されて

おります。そして、協会けんぽのように、事業主負担がありません。また、子どもか

ら大人まで税を取る計算になっています。 

   第１に、国保の所得ゼロから１００万円以下の世帯が２，１００世帯前後、全体の

４６％、そして被保険者は３，２１４名、３７％を占めます。７割から２割軽減を受

けている世帯は２，４２２の５３％、そして、滞納世帯は２９１世帯、そして固定資

産があれば国保税が大きくかかってきます。負担能力以上の納税を強いられています。

ですから、資格証明発行が４１件、短期証明書発行が１００件と当初より増えてきて

います。 

   第２に、高額療養費は住民税課税の７０歳以上の負担上限額を引き上げました。外

来で月２，０００円、入院では１万３，２００円負担になっています。 

   そして三つ目には、後期高齢者医療制度のように、国保の広域化を進めている点で

あります。 

   第４に、国保税は応益割と応能割の比率が５０対５０に設定されています。そのた

めに限度額を引き上げると、その負担は、結局、加入者全員に及ぶことになります。 

   第５に、余剰金が出たとしても被保険者に戻さず、基金などへ積み立てるのは問題

であります。基金額が５億８，８７１万６，０００円で、被保険者１人当たり約７万

５，０００円にもなっています。 

   第６に、もともと国庫支出金を減らしたことが、国保会計を苦しくさせた原因であ

ります。全国知事会は、１兆円の国費を投入して世帯割、人数割を廃止して負担を軽

くするように求めています。そういう立場からも、声を上げるべきだと思っておりま

す。 

   第７として、これは国に対してでありますが、町単独で高校を卒業するまで医療費

を無料にしている関係で、補助金１８８万円余りが削減されていることです。 

   以上の理由により、反対討論とさせていただきます。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 



－１９－ 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３２ 議案第６０号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３２、議案第６０号、令和元年度有田川町介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   議案第６０号、令和元年度有田川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、反対の立場から討論をさせていただきます。 

   昨年から３年間の事業計画に基づき、制度を見直しました。公的介護や医療保険を

土台から崩す医療介護総合法によって、介護に係る予算を削減するために本格的に実

施される年度になります。 

   まず、５２５人の要支援１・２の方の訪問介護や通所介護事業を、介護保険から外

して新総合事業に振り分け、単なる家事援助のように変えています。そして、また被

保険者で第１段階から第３段階の非課税階層が３，２７０人の３９％を占めています。

そして、認定者数は、介護１から５まで対象者全体の１４％しかありません。そして、

介護保険料を滞納している７２人は、サービスを受けることができません。 

   介護保険料が基準額で５００円引き上がって６，２００円になっています。合計所

得が１６０万円以上の方を対象に自己負担を１割から２割に引き上げましたが、後期

高齢者医療の現役並み所得が年収３６０万円以上であることと比べても厳しい線引き

となっています。介護の充実を求め、施設を増やしたり職員の給与を引き上げると、

介護保険料に跳ね上がるシステムを変えなければなりません。介護の必要度ではなく、

幾ら払えるかでサービス内容を決めざるを得ない状況だといえます。 

   介護保険制度は家族介護から社会で支える介護、このことをスローガンで出発しま

した。けれど、今や負担増やサービスの取上げ、認定率の抑制、在宅への切替えを勧

めるやり方では制度自体もたないことを申し上げて、反対の討論とさせていただきま

す。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 



－２０－ 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は認定することに決定いたしました。 

……………日程第３３ 議案第６１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３３、議案第６１号、令和元年度有田川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   ２番、増谷憲君。 

○２番（増谷 憲） 

   議案第６１号について、反対の立場から討論を行います。 

   もともと国は、医療費の削減を目的に７５歳という年齢で差別する医療制度を設け

たのが問題であります。ですから、保険料の所得割や均等割額を２年に１回変える仕

組みにしています。 

   県後期高齢者医療広域連合の試算でも、７５歳以上一人世帯の場合で、年金収入２

１０万円や世帯主が子どもで７５歳以上高齢者が１人の場合の年金収入２１０万円の

世帯も負担増となります。 

   さらに、７５歳単身者世帯で年金収入８０万円の方が、世帯主の子どもと同一世帯

になりますと、保険料が１０倍にもなる試算が出てまいります。所得１００万円以下

の被保険者が４，５７５人、実に９４％も占めていますから、９割から２割軽減を受

けている被保険者は３，７０５人の７６％になります。 

   そして、今回、所得がゼロの場合、９割軽減が８割軽減に変わり、令和３年度から

８割軽減をなくして７割軽減に、８．５割軽減は令和４年から７割軽減になります。

また、所得ゼロの方は８割軽減で、少し得になる方が８．５割軽減を受けられるとい

う、かえって矛盾したことも生まれてまいります。 

   ですから、以上の理由により反対といたします。 

○議長（森谷信哉） 



－２１－ 

   ほかに討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３４ 議案第６２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３４、議案第６２号、令和元年度有田川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３５ 議案第６３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３５、議案第６３号、令和元年度有田川町農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 



－２２－ 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３６ 議案第６４号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３６、議案第６４号、令和元年度有田川町簡易排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３７ 議案第６５号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３７、議案第６５号、令和元年度有田川町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを議題とします。 



－２３－ 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３８ 議案第６６号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３８、議案第６６号、令和元年度有田川町かなや明恵峡温泉特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

   １番、堀江眞智子君。 

○１番（堀江眞智子） 

   議案第６６号について、反対の立場で討論をさせていただきます。 

   温泉の入浴料を大人で１００円上げて７００円に、子どもは３００円から４００円

に、障がい者の方も３００円から３５０円に引き上がりました。ただし、回数券は抑

えています。 

   平成２６年度から食堂、売店を民間に委託し、収益の１０％を常時入れてもらうの

を５％と引き下げました。委託業者の名前も変わり、真摯な姿勢ではありませんでし

たから、契約期限前に業者が撤退したという点も申し上げて、反対討論とさせていた

だきます。 

○議長（森谷信哉） 

   ほかに討論はありませんか。 



－２４－ 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   これで討論を終わります。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第３９ 議案第６７号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第３９、議案第６７号、令和元年度有田川町特別養護老人ホーム等事業特別会

計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第４０ 議案第６８号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４０、議案第６８号、令和元年度有田川町公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 



－２５－ 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手多数〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手多数であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第４１ 議案第６９号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４１、議案第６９号、令和元年度有田川町岩倉財産区管理会特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第４２ 議案第７０号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４２、議案第７０号、令和元年度有田川町粟生財産区管理会特別会計歳入歳

出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 



－２６－ 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第４３ 議案第７１号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４３、議案第７１号、令和元年度有田川町城山山林財産区管理会特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第４４ 議案第７２号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４４、議案第７２号、令和元年度有田川町八幡山林財産区管理会特別会計歳



－２７－ 

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

……………日程第４５ 議案第７３号…………… 

○議長（森谷信哉） 

   日程第４５、議案第７３号、令和元年度有田川町安諦山林財産区管理会特別会計歳

入歳出決算の認定についてを議題とします。 

   委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   質疑なしと認めます。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「討論なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   この決算に対する委員長報告は認定するものです。 

   本案は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（森谷信哉） 

   挙手全員であります。 

   よって、本案は認定することに決定しました。 

   お諮りします。 



－２８－ 

   日程第４、議案第８０号から日程第２７、議案第１０３号までを提案理由の説明だ

けにとどめ、議案調査のため審議を中止したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（森谷信哉） 

   異議なしと認めます。 

   本日の会議は、これにて延会にしたいと思います。 

   なお、次回の本会議は、１２月１０日、木曜日、午前９時３０分に開議いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～ 

延会 １５時２２分 

 

 


